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 福井県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則および福井県技能労務職員の初任給、昇格、昇給等の実施細則の一部を改正する規則を公布す

る。 

  令和６年１２月２６日 

      福井県知事 杉本 達治 

福井県規則第４５号 

   福井県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則および福井県技能労務職員の初任給、昇格、昇給等の実施細則の一部を改正する規則 

 （福井県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部改正） 

第１条 福井県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則（昭和３２年福井県規則第３２号）の一部を次のように改正する。 

  別表第１を次のように改める。 

  

規 　 則
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第２条 福井県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部を次のように改正する。 

  別表第１を次のように改める。 
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 （福井県技能労務職員の初任給、昇格、昇給等の実施細則の一部改正） 

第３条 福井県技能労務職員の初任給、昇格、昇給等の実施細則（昭和３２年福井県規則第３４号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 
  

別表第２（第７条関係） 

    初任給基準表 

職種 学歴免許 初任給 

技能職員 高校卒 １級５号給 

 中学卒 １級１号給 

労務職員（甲）  １級５号給から１級３７号給まで 

労務職員（乙）  １級１号給から１級１３号給まで 

 備考 １ （略） 

    ２ 職種欄の「労務職員（甲）」または「労務職員（乙）」の区分の適

用を受ける職員については、当該区分の初任給欄に定める号給の範囲

内で部内の他の職員との権衡を考慮して初任給の号給を決定するもの

とする。ただし、これによると採用が著しく困難になると認められる

者で、相当長期の経験年数を有するものには、労務職員（甲）につい

ては、「１級３７号給」を「１級６５号給」と、労務職員（乙）につ

いては、「１級１３号給」を「１級４９号給」とそれぞれ読み替えて

、本表を適用することができる。 

    ３ （略） 

別表第２（第７条関係） 

    初任給基準表 

職種 学歴免許 初任給 

技能職員 高校卒 １級２１号給 

 中学卒 １級１３号給 

労務職員（甲）  １級２１号給から１級５３号給まで 

労務職員（乙）  １級５号給から１級２９号給まで 

 備考 １ （略） 

    ２ 職種欄の「労務職員（甲）」または「労務職員（乙）」の区分の適

用を受ける職員については、当該区分の初任給欄に定める号給の範囲

内で部内の他の職員との権衡を考慮して初任給の号給を決定するもの

とする。ただし、これによると採用が著しく困難になると認められる

者で、相当長期の経験年数を有するものには、労務職員（甲）につい

ては、「１級５３号給」を「１級８１号給」と、労務職員（乙）につ

いては、「１級２９号給」を「１級６５号給」とそれぞれ読み替えて

、本表を適用することができる。 

    ３ （略） 
  

 （施行期日等） 

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、第２条および第３条ならびに附則第３項の規定は、令和７年４月１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の福井県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定は、令和６年４月１日から適用する。 

 （号給の切替え等） 

３ 令和７年４月１日（以下「一部施行日」という。）の前日において福井県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則別表第１の給料表の適用

を受けていた職員（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の４第１項または第２２条の５第１項の規定により採用された職員を除く。）の一部施行

日における号給は、一部施行日の前日においてその者が受けていた号給に応じて附則別表に定める号給とする。 
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 福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和６年１２月２６日 

      福井県人事委員会 委員長 野村 直之 

福井県人事委員会規則第１８号 

   福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則（昭和３２年福井県人事委員会規則第１号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 
  

 （勤勉手当の支給） 

第３１条 （略） 

２～９ （略） 

１０ 成績率は、６月に支給する場合には１００分の２０５（特定幹部職員にあ

っては１００分の２４５、地方公務員法第２２条の４第１項または第２２条の

５第１項の規定により採用された職員にあっては１００分の９７．５（特定幹

部職員にあっては１００分の１１７．５））以下、１２月に支給する場合には

１００分の２１５（特定幹部職員にあっては１００分の２５５、地方公務員法

第２２条の４第１項または第２２条の５第１項の規定により採用された職員に

あっては１００分の１０２．５（特定幹部職員にあっては１００分の１２２．

５））以下の範囲内で任命権者が定めるものとする。 

１１ （略） 

 （勤勉手当の支給） 

第３１条 （略） 

２～９ （略） 

１０ 成績率は、１００分の２０５（特定幹部職員にあっては１００分の２４５

、地方公務員法第２２条の４第１項または第２２条の５第１項の規定により採

用された職員にあっては１００分の９７．５（特定幹部職員にあっては１００

分の１１７．５））以下の範囲内で任命権者が定めるものとする。 

 

 

 

 

１１ （略） 
  

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の規定は、令和６年４月１日から適用する。 

人事委員会規則

　 　
　初任給調整手当の支給に関する規則の一部を改正する規則を公布する。
　　令和６年１２月２６日
　　　　　　福井県人事委員会　委員長　野村　直之
福井県人事委員会規則第１９号
　　　初任給調整手当の支給に関する規則の一部を改正する規則
　初任給調整手当の支給に関する規則（昭和３７年福井県人事委員会規則第１０号）の一部を次のように改正する。
　附則別表を次のように改める。
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附則別表 

 
２項職員 ３項職員 

１年未満 ３６，１００ ３９，２００ 

１年以上２年未満 ３６，１００ ３６，４００ 

２年以上３年未満 ３６，１００ ３３，６００ 

３年以上４年未満 ３６，１００ ３０，８００ 

４年以上５年未満 ３６，１００ ２８，０００ 

５年以上６年未満 ３６，１００ ２５，２００ 

６年以上７年未満 ３４，９００ ２２，４００ 

７年以上８年未満 ３３，６００ １９，６００ 

８年以上９年未満 ３２，３００ １６，８００ 

９年以上１０年未満 ３１，１００ １４，０００ 

１０年以上１１年未満 ２９，８００ １１，２００ 

１１年以上１２年未満 ２８，６００ ８，４００ 

１２年以上１３年未満 ２７，３００ ５，６００ 

１３年以上１４年未満 ２６，０００ ２，８００ 

１４年以上１５年未満 ２５，１００ １，４００ 

１５年以上１６年未満 ２４，１００  

１６年以上１７年未満 ２３，１００  

１７年以上１８年未満 ２２，１００  

１８年以上１９年未満 ２１，１００  

１９年以上２０年未満 ２０，２００  

２０年以上２１年未満 １９，２００  

２１年以上２２年未満 １８，８００  

２２年以上２３年未満 １８，３００  

２３年以上２４年未満 １７，６００  

２４年以上２５年未満 １７，２００  

２５年以上２６年未満 １６，８００  

２６年以上２７年未満 １６，４００  

２７年以上２８年未満 １６，０００  

２８年以上２９年未満 １５，４００  

２９年以上３０年未満 １５，２００  

３０年以上３１年未満 １４，９００  

３１年以上３２年未満 １４，５００  

３２年以上３３年未満 １３，９００  

３３年以上３４年未満 １３，２００  

３４年以上３５年未満 １２，７００  

備考 

 １ 期間の区分欄に掲げる期間は、採用の日または第４条各号に掲げる職員となっ

た日以後の期間を示す。 

 ２ 「２項職員」とは第２条第２項に規定する職を占める職員を、「３項職員」とは

同条第３項に規定する職を占める職員をいう。 

 

職員の区分 

期間の区分 

附則別表 

 
２項職員 ３項職員 

１年未満 ３６，１００ ３９，２００ 

１年以上２年未満 ３６，１００ ３６，４００ 

２年以上３年未満 ３６，１００ ３３，６００ 

３年以上４年未満 ３６，１００ ３０，８００ 

４年以上５年未満 ３６，１００ ２８，０００ 

５年以上６年未満 ３６，１００ ２５，２００ 

６年以上７年未満 ３４，９００ ２２，４００ 

７年以上８年未満 ３３，６００ １９，６００ 

８年以上９年未満 ３２，３００ １６，８００ 

９年以上１０年未満 ３１，１００ １４，０００ 

１０年以上１１年未満 ２９，８００ １１，２００ 

１１年以上１２年未満 ２８，６００ ８，４００ 

１２年以上１３年未満 ２７，３００ ５，６００ 

１３年以上１４年未満 ２６，０００ ２，８００ 

１４年以上１５年未満 ２５，１００ １，４００ 

１５年以上１６年未満 ２４，１００  

１６年以上１７年未満 ２３，１００  

１７年以上１８年未満 ２２，１００  

１８年以上１９年未満 ２１，１００  

１９年以上２０年未満 ２０，２００  

２０年以上２１年未満 １９，２００  

２１年以上２２年未満 １８，８００  

２２年以上２３年未満 １８，３００  

２３年以上２４年未満 １７，６００  

２４年以上２５年未満 １７，２００  

２５年以上２６年未満 １６，８００  

２６年以上２７年未満 １６，４００  

２７年以上２８年未満 １６，０００  

２８年以上２９年未満 １５，４００  

２９年以上３０年未満 １５，２００  

３０年以上３１年未満 １４，９００  

３１年以上３２年未満 １４，５００  

３２年以上３３年未満 １３，９００  

３３年以上３４年未満 １３，２００  

３４年以上３５年未満 １２，７００  

備考 

 １ 期間の区分欄に掲げる期間は、採用の日または第４条各号に掲げる職員となっ

た日以後の期間を示す。 

 ２ 「２項職員」とは第２条第２項に規定する職を占める職員を、「３項職員」とは

同条第３項に規定する職を占める職員をいう。 

 

職員の区分 

期間の区分 
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別表（第６条関係） 

 １項職員 
２項職員 ３項職員 

１種 ２種 

１年未満 ３７０，４００ ３１０，０００ ５１，６００ ５６，０００ 

１年以上２年未満 ３７０，４００ ３１０，０００ ５１，６００ ５２，０００ 

２年以上３年未満 ３７０，４００ ３１０，０００ ５１，６００ ４８，０００ 

３年以上４年未満 ３７０，４００ ３１０，０００ ５１，６００ ４４，０００ 

４年以上５年未満 ３７０，４００ ３１０，０００ ５１，６００ ４０，０００ 

５年以上６年未満 ３７０，４００ ３１０，０００ ５１，６００ ３６，０００ 

６年以上７年未満 ３７０，４００ ３１０，０００ ４９，８００ ３２，０００ 

７年以上８年未満 ３７０，４００ ３１０，０００ ４８，０００ ２８，０００ 

８年以上９年未満 ３７０，４００ ３１０，０００ ４６，２００ ２４，０００ 

９年以上１０年未満 ３７０，４００ ３１０，０００ ４４，４００ ２０，０００ 

１０年以上１１年未満 ３７０，４００ ３１０，０００ ４２，６００ １６，０００ 

１１年以上１２年未満 ３７０，４００ ３１０，０００ ４０，８００ １２，０００ 

１２年以上１３年未満 ３７０，４００ ３１０，０００ ３９，０００ ８，０００ 

１３年以上１４年未満 ３７０，４００ ３１０，０００ ３７，２００ ４，０００ 

１４年以上１５年未満 ３７０，４００ ３１０，０００ ３５，８００ ２，０００ 

１５年以上１６年未満 ３７０，４００ ３１０，０００ ３４，４００  

１６年以上１７年未満 ３６６，４００ ３０６，７００ ３３，０００  

１７年以上１８年未満 ３６２，４００ ３０３，４００ ３１，６００  

１８年以上１９年未満 ３５８，４００ ３００，１００ ３０，２００  

１９年以上２０年未満 ３５４，４００ ２９６，８００ ２８，８００  

２０年以上２１年未満 ３５０，４００ ２９３，５００ ２７，４００  

２１年以上２２年未満 ３３６，４００ ２８１，５００ ２６，８００  

２２年以上２３年未満 ３２０，４００ ２６８，０００ ２６，２００  

２３年以上２４年未満 ３０３，９００ ２５４，５００ ２５，２００  

２４年以上２５年未満 ２８７，４００ ２４１，０００ ２４，６００  

２５年以上２６年未満 ２７０，９００ ２２７，５００ ２４，０００  

２６年以上２７年未満 ２５１，４００ ２１０，５００ ２３，４００  

２７年以上２８年未満 ２３１，９００ １９３，５００ ２２，８００  

２８年以上２９年未満 ２１２，４００ １７６，５００ ２２，０００  

２９年以上３０年未満 １９２，９００ １５９，５００ ２１，７００  

３０年以上３１年未満 １７２，４００ １４２，０００ ２１，３００  

３１年以上３２年未満 １５１，９００ １２４，５００ ２０，７００  

３２年以上３３年未満 １３１，４００ １０７，０００ １９，８００  

３３年以上３４年未満 １０９，９００ ８７，０００ １８，９００  

３４年以上３５年未満 ８８，４００ ６７，０００ １８，２００  

備考 

 １ 期間の区分欄に掲げる期間は、採用の日または第４条各号に掲げる職員となった日以後の期間を

示す。 

 ２ この表において「１項職員」とは第２条第１項に規定する職を占める職員を、「２項職員」とは

同条第２項に規定する職を占める職員を、「３項職員」とは同条第３項に規定する職を占める職員

をいう。 

 ３ この表において「１種」とは第２条第１項第１号に掲げる職を占める職員を、「２種」とは同項

第２号に掲げる職を占める職員をいう。 

職員の区分 
期間の区分 

　別表を次のように改める。
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別表（第６条関係） 

 １項職員 
２項職員 ３項職員 

１種 ２種 

１年未満 ３７０，４００ ３１０，０００ ５１，６００ ５６，０００ 

１年以上２年未満 ３７０，４００ ３１０，０００ ５１，６００ ５２，０００ 

２年以上３年未満 ３７０，４００ ３１０，０００ ５１，６００ ４８，０００ 

３年以上４年未満 ３７０，４００ ３１０，０００ ５１，６００ ４４，０００ 

４年以上５年未満 ３７０，４００ ３１０，０００ ５１，６００ ４０，０００ 

５年以上６年未満 ３７０，４００ ３１０，０００ ５１，６００ ３６，０００ 

６年以上７年未満 ３７０，４００ ３１０，０００ ４９，８００ ３２，０００ 

７年以上８年未満 ３７０，４００ ３１０，０００ ４８，０００ ２８，０００ 

８年以上９年未満 ３７０，４００ ３１０，０００ ４６，２００ ２４，０００ 

９年以上１０年未満 ３７０，４００ ３１０，０００ ４４，４００ ２０，０００ 

１０年以上１１年未満 ３７０，４００ ３１０，０００ ４２，６００ １６，０００ 

１１年以上１２年未満 ３７０，４００ ３１０，０００ ４０，８００ １２，０００ 

１２年以上１３年未満 ３７０，４００ ３１０，０００ ３９，０００ ８，０００ 

１３年以上１４年未満 ３７０，４００ ３１０，０００ ３７，２００ ４，０００ 

１４年以上１５年未満 ３７０，４００ ３１０，０００ ３５，８００ ２，０００ 

１５年以上１６年未満 ３７０，４００ ３１０，０００ ３４，４００  

１６年以上１７年未満 ３６６，４００ ３０６，７００ ３３，０００  

１７年以上１８年未満 ３６２，４００ ３０３，４００ ３１，６００  

１８年以上１９年未満 ３５８，４００ ３００，１００ ３０，２００  

１９年以上２０年未満 ３５４，４００ ２９６，８００ ２８，８００  

２０年以上２１年未満 ３５０，４００ ２９３，５００ ２７，４００  

２１年以上２２年未満 ３３６，４００ ２８１，５００ ２６，８００  

２２年以上２３年未満 ３２０，４００ ２６８，０００ ２６，２００  

２３年以上２４年未満 ３０３，９００ ２５４，５００ ２５，２００  

２４年以上２５年未満 ２８７，４００ ２４１，０００ ２４，６００  

２５年以上２６年未満 ２７０，９００ ２２７，５００ ２４，０００  

２６年以上２７年未満 ２５１，４００ ２１０，５００ ２３，４００  

２７年以上２８年未満 ２３１，９００ １９３，５００ ２２，８００  

２８年以上２９年未満 ２１２，４００ １７６，５００ ２２，０００  

２９年以上３０年未満 １９２，９００ １５９，５００ ２１，７００  

３０年以上３１年未満 １７２，４００ １４２，０００ ２１，３００  

３１年以上３２年未満 １５１，９００ １２４，５００ ２０，７００  

３２年以上３３年未満 １３１，４００ １０７，０００ １９，８００  

３３年以上３４年未満 １０９，９００ ８７，０００ １８，９００  

３４年以上３５年未満 ８８，４００ ６７，０００ １８，２００  

備考 

 １ 期間の区分欄に掲げる期間は、採用の日または第４条各号に掲げる職員となった日以後の期間を

示す。 

 ２ この表において「１項職員」とは第２条第１項に規定する職を占める職員を、「２項職員」とは

同条第２項に規定する職を占める職員を、「３項職員」とは同条第３項に規定する職を占める職員

をいう。 

 ３ この表において「１種」とは第２条第１項第１号に掲げる職を占める職員を、「２種」とは同項

第２号に掲げる職を占める職員をいう。 

職員の区分 
期間の区分 

　　　附　則
　この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、令和６年４月１日から適用する。
　 　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和６年１２月２６日 

      福井県人事委員会 委員長 野村 直之 

福井県人事委員会規則第２０号 

   福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則（平成７年福井県人事委員会規則第２号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 
  

 （特別休暇） 

第１７条 条例第１４条第１項の人事委員会規則で定める場合は、次のとおりと

する。 

 ⑴～⑼ （略） 

 ⑽ 職員の妻（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。

以下この号および第２３号において同じ。）または子（配偶者の子を含む。

以下この号および第２３号において同じ。）もしくは子の妻の出産に伴い入

院の付添い等を行う場合 

 ⑾～⒇ （略） 

 (21) 職員が自発的に社会に貢献する次に掲げる活動（専ら親族に対する支援と

なる活動を除く。以下「社会貢献活動」という。）を行う場合で、勤務しな

いことが相当であると認められるとき。 

  ア 被災地（地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した地域を

いう。）またはその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災

者を支援する活動であって、報酬を得ないもの 

  イ 主として身体上もしくは精神上の障害がある者または負傷し、もしくは

 （特別休暇） 

第１７条 条例第１４条第１項の人事委員会規則で定める場合は、次のとおりと

する。 

 ⑴～⑼ （略） 

 ⑽ 職員の妻（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。

第２３号において同じ。）の出産に伴い入院の付添い等を行う場合 

 

 

 ⑾～⒇ （略） 

 (21) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する次に掲げる活動（

専ら親族に対する支援となる活動を除く。以下「社会貢献活動」という。）

を行う場合で、勤務しないことが相当であると認められるとき。 

  ア 被災地（地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した地域を

いう。）またはその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災

者を支援する活動 

  イ 主として身体上もしくは精神上の障害がある者または負傷し、もしくは
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疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であ

って人事委員会が定めるものにおける活動であって、報酬を得ないもの 

  ウ アおよびイに掲げる活動のほか、身体上もしくは精神上の障害、負傷ま

たは疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他

の日常生活を支援する活動であって、報酬を得ないもの 

  エ アからウまでに掲げる活動のほか、活動の場所または支援の対象となる

者の住所もしくは居所が県内である活動であって、人事委員会が定めるも

の 

 (22) （略） 

 (23) 職員の妻または子もしくは子の妻が出産する場合であってその出産予定日

の８週間（多胎妊娠の場合にあっては、１４週間）前の日から当該出産の日

以後１年を経過する日までの期間において、当該出産に係る子もしくは孫（

配偶者の孫を含む。以下この号において同じ。）または小学校就学の始期に

達するまでの子もしくは孫を養育するため勤務しないことが相当であると認

められるとき。 

 (24)～(26) （略） 

２～６ （略） 

 

別表第３（第１７条関係） 

休暇を受ける事由 期間 添付書類 

１～９ （略） （略） （略） 

１０ 職員の妻（届出をしないが事

実上婚姻関係と同様の事情にある

者を含む。以下この項および２３

の項において同じ。）または子（

配偶者の子を含む。以下この項お

よび２３の項において同じ。）も

しくは子の妻の出産に伴い入院の

付添い等を行う場合 

病院に入院する

等の日から出産

の日後２週間を

経過する日まで

の間において２

日以内 

出産予定日証明書

等 

１１～２０ （略） （略） （略） 

２１ 職員が第１７条第１項第２１

号のアからエまでに掲げる社会貢

献活動を行う場合で、勤務しない

ことが相当であると認められると

き。 

１の年において

５日以内 

社会貢献活動計画

書 

２２ （略） （略） （略）    
２３ 職員の妻または子もしくは子 ５日以内 出産予定日証明書

疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であ

って人事委員会が定めるものにおける活動 

  ウ アおよびイに掲げる活動のほか、身体上もしくは精神上の障害、負傷ま

たは疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他

の日常生活を支援する活動 

 

 

 

 (22) （略） 

 (23) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の８週間（多胎妊娠の場

合にあっては、１４週間）前の日から当該出産の日以後１年を経過する日ま

での期間において、当該出産に係る子または小学校就学の始期に達するまで

の子（妻の子を含む。）を養育するため勤務しないことが相当であると認め

られるとき。 

 

 (24)～(26) （略） 

２～６ （略） 

 

別表第３（第１７条関係） 

休暇を受ける事由 期間 添付書類 

１～９ （略） （略） （略） 

１０ 職員の妻（届出をしないが事

実上婚姻関係と同様の事情にある

者を含む。２３の項において同じ

。）の出産に伴い入院の付添い等

を行う場合 

 

 

 

病院に入院する

等の日から出産

の日後２週間を

経過する日まで

の間において２

日以内 

出産予定日証明書

等 

１１～２０ （略） （略） （略） 

２１ 職員が第１７条第１項第２１

号のアからウまでに掲げる社会貢

献活動を行う場合で、勤務しない

ことが相当であると認められると

き。 

１の年において

５日以内 

社会貢献活動計画

書（様式第６号） 

２２ （略） （略） （略）    
２３ 職員の妻が出産する場合であ ５日以内 出産予定日証明書
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の妻が出産する場合であってその

出産予定日の８週間（多胎妊娠の

場合にあっては、１４週間）前の

日から当該出産の日以後１年を経

過する日までの期間において、当

該出産に係る子もしくは孫（配偶

者の孫を含む。以下この項におい

て同じ。）または小学校就学の始

期に達するまでの子もしくは孫を

養育するため勤務しないことが相

当であると認められるとき。 

等 

   
２４～２６ （略） （略） （略） 

 

ってその出産予定日の８週間（多

胎妊娠の場合にあっては、１４週

間）前の日から当該出産の日以後

１年を経過する日までの期間にお

いて、当該出産に係る子または小

学校就学の始期に達するまでの子

（妻の子を含む。）を養育するた

め勤務しないことが相当であると

認められるとき。 

 

 

等 

   
２４～２６ （略） （略） （略） 

   

 様式第６号を次のように改める。 

様式第６号 削除 

   附 則 

 この規則は、令和７年１月１日から施行する。 
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 福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例および福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の運用方針の一部を改正する告示を次のように定める 

。 

  令和６年１２月２６日 

      福井県人事委員会 委員長 野村 直之 

福井県人事委員会告示第３号 

   福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例および福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の運用方針の一部を改正する告示 

 福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例および福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の運用方針（平成７年福井県人事委員会告示第１号）

の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 
  

第１３ 特別休暇関係 

 １～６ （略） 

 ７ 規則第１７条第１項第１０号の休暇については、次の取扱いによるものと

する。 

  ⑴ 「入院の付添い等」とは、出産に係る入院または退院の際の付添い、出

産時の付添い、出産に係る入院中の世話、出生の届出等をいう。 

  ⑵ （略） 

 ８～１５ （略） 

 １６ 規則第１７条第１項第２１号の休暇については、次の取扱いによるもの

とする。 

  ⑴ 規則第１７条第１項第２１号アからウの「報酬を得ないもの」とは、交

通費等の実費弁償以外にその活動の対価としての金品を得ないで、かつ、

ボランティア切符、ボランティア貯蓄その他将来的な見返りを期待させる

ものによらずに当該活動を行うことをいう。 

  ⑵ （略） 

  ⑶ 規則第１７条第１項第２１号イの「人事委員会が定めるもの」とは、次

に掲げる施設とする。 

   ア～ケ （略） 

  ⑷ （略） 

  ⑸ 規則第１７条第１項第２１号ウおよびエに掲げる活動のうち、主として

、活動の仲介を行っている団体および自らも主体となって活動を行う団体

を通さない活動について休暇の承認を受けた職員は、事後において速やか

に、社会貢献活動報告書(様式第６号)により任命権者に報告を行うものと

する。 

第１３ 特別休暇関係 

 １～６ （略） 

 ７ 規則第１７条第１項第１０号の休暇については、次の取扱いによるものと

する。 

  ⑴ 「入院の付添い等」とは、出産に係る入院または退院の際の付添い、出

産時の付添い、出産に係る入院中の世話、子の出生の届出等をいう。 

  ⑵ （略） 

 ８～１５ （略） 

 １６ 規則第１７条第１項第２１号の休暇については、次の取扱いによるもの

とする。 

  ⑴ 「報酬を得ないで社会に貢献する活動を行う場合」とは、交通費等の実

費弁償以外にその活動の対価としての金品を得ないで、かつ、ボランティ

ア切符、ボランティア貯蓄その他将来的な見返りを期待させるものによら

ずに当該活動を行う場合をいう。 

  ⑵ （略） 

  ⑶ 「人事委員会が定めるもの」とは、次に掲げる施設とする。 

 

   ア～ケ （略） 

  ⑷ （略） 

  ⑸ 規則第１７条第１項第２１号ウに掲げる活動のうち、主として、活動の

仲介を行っている団体および自らも主体となって活動を行う団体を通さな

い活動について休暇の承認を受けた職員は、事後において速やかに、社会

貢献活動報告書(様式第６号)により任命権者に報告を行うものとする。 

 

人事委員会告示
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  ⑹ 規則第１７条第１項第２１号エの「人事委員会が定めるもの」とは、次

に掲げる活動とする。 

   ア 保健、医療または福祉の増進を図る活動 

   イ 社会教育の推進を図る活動 

   ウ まちづくりの推進を図る活動 

   エ 文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動 

   オ 環境の保全を図る活動 

   カ 災害救援活動 

   キ 地域安全活動 

   ク 人権の擁護または平和の推進を図る活動 

   ケ 国際協力の活動 

   コ 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 

   サ 子どもの健全育成を図る活動 

   シ アからサまでの活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言

または援助の活動 

  ⑺ （略） 

  ⑻ （略） 

  ⑼ 規則別表第３の２１の項の「社会貢献活動計画書」は様式第７号による

ものとする。 

 １７ （略） 

 １８ 規則別表第３の２３の項の「５日以内」は、１日または１時間ごとに分

割することができる。 

 

 

 

 

 

 

 １９～２５ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ⑹ （略） 

  ⑺ （略） 

 

 

 １７ （略） 

 １８ 規則第１７条第１項第２３号の休暇については、次の取扱いによるもの

とする。 

  ⑴ 「当該出産に係る子または小学校就学の始期に達するまでの子（妻の子

を含む。）を養育する」とは、職員の妻の出産に係る子または小学校就学

の始期に達するまでの子（妻の子を含む。）と同居してこれらを監護する

ことをいう。 

  ⑵ 規則別表第３の２３の項の「５日以内」は、１日または１時間ごとに分

割することができる。 

 １９～２５ （略） 
  

 様式第６号の次に次の１様式を加える。 
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様式第7号(第13関係) 

 

社 会 貢 献 活 動 計 画 書 

 

所 属          

氏 名          

 

1 活動期間 

    年  月  日～  年  月  日 

 

2 活動の種類 

 （県外） 

□ 被災者への支援活動 □ 社会福祉施設等における活動 □ その他 

 （県内） 

□ 保健、医療または福祉の増進を図る活動  □社会教育の推進を図る活動 

□ まちづくりの推進を図る活動  □文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動 

□ 環境の保全を図る活動     □災害救援活動 

□ 地域安全活動         □人権の擁護または平和の推進を図る活動 

□ 国際協力の活動  □男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 

□ 子どもの健全育成を図る活動 

□ 上記の活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助の活動 

 

3 活動場所 

 施設名等：                 

 所 在 地：                 

 電 話：    (    )        

 

4 報酬の有無 

 □ 有    □ 無 

5 具体的な活動内容 

 

6 仲介団体等の有無および団体名 

 □ 有    □ 無 

 団 体 名：                 

 電 話：    (    )        

 

7 備 考 

 

注1 「3 活動場所」および「5 具体的な活動内容」については、当該活動が仲介団体

等(社会福祉協議会等主として活動の仲介を行っている団体のほか、自らも活動主体と

なって活動を行う団体も含まれる。)を通したものであり、当該仲介団体等による証明

が得られる場合には、適宜記入を省略して差し支えない。 

 2 社会貢献活動により報酬を得る場合は、事前に営利企業への従事等の制限に関する

規則（昭和２６年福井県人事委員会規則第７号）第３条による任命権者の許可を得る

こと。 

 3  「3 活動場所」は、活動場所が支援する相手の居宅である場合には、その者の氏

名および住所等を記入する。 

 4  「7 備考」は、支援する相手の居宅における活動を仲介団体等を通さないで行う

場合に、その者の状態について記入する。 
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   附 則 

 この告示は、令和７年１月１日から施行する。 

発行人　〒910-8580　福井県福井市大手３丁目17番１号　福　井　県


